
（相続人用）  

 

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ  

１  照会する庁は，被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。最後の住所地は被

相続人の住民票除票又は戸籍の附票で確認してください。  

また，照会ができる方は，以下の２通りに限られます（なお，本説明書は以下のＡ  

の方を対象としておりますのでご注意ください）。  

Ａ  相続人 （照会 者 が相続放棄 ・限定 承 認の申述を したか 否 かは問いま せん）  

Ｂ  被相続 人に対 す る利害関係 人（債 権 者等）  

 

２  照会の手数料は無料です（受理証明書交付申請については以下の※を参照）。  

 

３  照会の際は，以下の書類が必要になります。ただし，例外的にその他の書面のご提  

出をお願いする場合もありますのでご了承ください。  

なお，②③④の書類については，原本の還付が可能です。ご希望される場合は，原  

本とコピーの両方をご提出ください（照合の上で原本をお返しします）。コピーする

際は，付せん部分の付け忘れや認証の日付の写し忘れがないようご注意ください。  

①  照 会申請書 及び 被相続人等 目録  

②  被 相続人の 住民 票の除票（ 本籍地 の 表示がある もの）  

廃棄になっている場合は，被相続人の最後の住所地が当庁管轄内であった旨の調

査報告書と疎明資料  

③ 照 会者と被 相続 人の戸籍謄 本（照 会 者と被相続 人の関 係 がわかる戸 籍謄本 ）  

戸籍謄本のうち，照会者の戸籍については発行から３か月以内のものを提出して

ください。なお，ご提出いただいた戸籍謄本だけでは照会者と被相続人との関係が

わからない場合は，その関係がわかる戸籍謄本を別途ご提出いただくことになりま

す。  

④ 照 会者の住 民票  

⑤ 相 続関係図 ・・・被相続人と相続人の関係図（手書きで結構です）  

⑥ 委 任状（代 理人 に委任する 場合の み 必要です）  

  本照会において代理人になれるのは弁護士のみです。  

➆ 宛 名 を 記 入 し た 返 信 用 封 筒 と 切 手 ・ ・ ・ 郵 送 で 回 答 を 求 め る 場 合 の み 必 要 で す 。  

 

４  調査期間は，以下のとおりです。  

(1) 被相続人の死亡日が平成１８年以降の場合，死亡日から現在まで  

(2) 被 相 続 人 の 死 亡 日 が 平 成 １ ７ 年 以 前 の 場 合 ， 第 １ 順 位 者 に つ い て は 被 相 続 人 が    

死 亡 し た 日 か ら ， 後 順 位 者 に つ い て は 先 順 位 者 の 放 棄 が 受 理 さ れ た 日 か ら そ れ ぞ    

れ ３ か 月 間 が 調 査 期 間 と な り ， そ れ 以 上 の 期 間 の 照 会 に は 応 じ ら れ ま せ ん の で ご    

了承下さい。  

 

５  照会者本人が直接窓口にお越しになる場合は，ご本人の身分を証明できるもの（運  

転免許証，保険証，パスポート，住基カード等）と印鑑をお持ちください。  

 

６  相続人からの照会においては，同順位相続人・後順位相続人からの照会の場合，照  

会の理由によってはお受けできないことがありますので，ご了承ください。  

 

※  受 理 証 明 書 （ 相 続 放 棄 を 受 理 し て い る 旨 の 証 明 書 ） 交 付 申 請 に つ い て は ， 有 無    

の 照 会 の 審 査 と 異 な り ， さ ら に 添 付 書 類 が 必 要 と な る 場 合 が あ り ま す 。 不 明 な 点    

に つ い て は ， 家 庭 裁 判 所 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 相 続 人 １ 人 に つ き １ ５ ０ 円 の    

申請費用が必要です（限定承認の場合は相続人の人数に関係なく一律１５０円）。  

 

 

 

 

照会先一覧表  

 

青森家庭裁判所家事受付 ｾﾝﾀｰ （０１７－７２２－５７３２）  

      弘前支部    （０１７２－３２－４３７１）  

      八戸支部    （０１７８－２２－３１６７）  

      五所川原支部  （０１７３－３４－２９２７）  

      十和田支部   （０１７６－２３－２３６８）  

      むつ出張所   （０１７５－２２－２７１２）  

      野辺地出張所  （０１７５－６４－３２７９）  

 


